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全日本社労士公開模試 第１回 

雇用保険法 問１ Ｃ肢 

 

Ｃ 事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関す

る書類（労働保険の保険料の徴収等に関する法律又

は同法施行規則に関する書類等一定の書類を除く）

をその完結の日から２年間（被保険者に関する書類

にあっては、４年間）保管しなければならない。 

 

解答 →○

第４５回 社労士試験 問題 
〔択一式〕 雇用保険法 問７ Ｂ肢 

 
Ｂ 事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に

関する書類（雇用安定事業又は能力開発事業に

関する書類及び労働保険徴収法又は労働保険徴

収法施行規則による書類を除く。）をその完結

の日から２年間（被保険者に関する書類にあっ

ては、４年間）保管しなければならない。 

 

解答 →○

※実際の教材では赤字にはなっていません。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「ＬＥＣ　全日本社労士公開模試　第１回」から��

第４５回社労士試験【択一式】雇用法　問７-Ｂ肢

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


